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1. 環境保全指針改定の趣旨・役割 

(1) 趣旨 

吉川市環境保全指針（以下「本指針」といいます。）は 2000 年 3 月に策定し、この度

目標年次である 2020 年を迎えました。この 20 年間において、当市の環境保全の取組に

は一定の進展が見られたものの、国際的な動きとして、温室効果ガス削減に関する新た

な国際的枠組みである「パリ協定」の採択や、17 のゴールと 169 のターゲットから構成

される国際目標の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が掲げられた「持続可能な開発の

ための 2030 アジェンダ」の採択がされました。 

また、日本国内の動きとして、気候変動適応法や生物多様性基本法の成立、第 5 次環

境基本計画や第 5 次エネルギー基本計画の策定などが挙げられ、国では 2050 年までに

二酸化炭素の実質排出量をゼロにする表明がなされるなど、当市をとりまく環境課題も

刻一刻と変化しており、それらに柔軟かつ適切に対応するため、本指針の改定を行い、

引き続き環境保全に努めることとします。 

(2) 役割 

本指針は、環境保全に関する長期的な施策の方向性を定めることにより、環境保全に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針とします。 

2. 本指針の範囲 

(1) 対象地域 

本指針の対象地域は吉川市全域とします。 

(2) 対象分野 

本指針の対象分野は、以下のものとします。 

 

対象分野 内 容 

地球環境 地球温暖化対策、エネルギー、気候変動 

資源循環型社会の構築 ３Ｒ、廃棄物の適正処理 

自然環境 水環境、緑、生物多様性 

生活環境 公害対策、都市環境、環境美化 

環境教育の実施 環境学習、啓発、協働 
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3. 環境保全指針の位置づけ 

本指針は、吉川市環境保全条例に基づき策定するもので、吉川市総合振興計画を上位計

画としてまちづくりの方向性を共有し、環境分野におけるまちづくりを推進するものです。

他の関連計画と連携し、市の環境を望ましい方向で保全するための取り組みを体系的に示

すものです。 

 

 

4. 計画の構成と計画期間 

(1) 計画の構成 

 
 

 

2030 年を目途に吉川市の将来ある

べき姿を掲げるもの 
 

 

環境ビジョンを実現するための対

象分野ごとの行動方針 
 

 

5 年程度の実行プログラムとして定

め、PDCA サイクルを回し進捗経過

などを管理していくもの 

 

吉川市環境保全条例 吉川市総合振興計画 

吉川市環境保全指針 

国・県の関連法・条例 

吉川市の関連計画 

・都市計画マスタープラン 

・一般廃棄物処理基本計画 

・生活排水処理計画 

・総合治水計画 

・公共下水道事業計画 

・農業振興地域整備計画 

・産業振興計画 

等 

吉川市エネルギービジョン 

吉川市環境配慮率先実行計画 

国・県の関連計画 

環境ビジョン 

行動方針 

環境行動計画 

吉川市環境保全指針 
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(2) 計画の期間 

年 度 
2021 

(R3) 

2022 

(R4) 

2023 

(R5) 

2024 

(R6) 

2025 

(R7) 

2026 

(R8) 

2027 

(R9) 

2028 

(R10) 

2029 

(R11) 

2030 

(R12) 

                    

環境ビジョン 
                    

行動方針 
                    

環境行動計画 

(第 1期) 

                    

環境行動計画 

(第 2期) 

                    

環境保全指針の目標年次は 2030 年としますが、社会情勢や環境変化に応じて必要な見

直しを行うこととします。 

5. 吉川市環境保全指針 

(1) 環境ビジョン 

本市を取り巻く環境から将来あるべき姿を環境ビジョンとして次のように定めます。 

『四季が彩る 持続可能なまち よしかわ』 

本市は四季折々の自然があふれており、市内各所で四季を感じることができます。 

また、毎年実施している市民意識調査においても吉川市の住み心地を「よい」と回

答した方のうち、8 割以上の方が「自然環境の多さ」を理由としています。 

春 桜並木（さくら通り）、菜の花（江戸川堤防） 

夏 田園風景、水辺・用水、蛙・鳥の鳴き声、広い空（市内各所） 

秋 イチョウ並木（いちょう通り） 

冬 野鳥、澄んだ青空（市内各所） 

(市民意識調査 住み心地が「よい」と感じる点の自由意見から抽出) 

このような自然は市民共通の財産であり、より良い形で次世代に引き継いでいくこ

とが重要となります。また、自然環境は人間だけではなく、多くの野生生物の生存基

盤となっており、生物多様性を将来にわたって確保するとともに人間と自然との共生

関係を構築することが必要となってきます。 

また、自然環境の保全とともに市民が快適な生活を営むために必要なこととして、

１期 

２期 

 

環境ビジョン 

 

行動方針 
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安心な生活環境の確保が挙げられます。大気の汚染や水の汚濁、騒音や振動、悪臭等

については日常の生活環境に直接影響を及ぼすため、継続的に監視、また、発生源に

対する指導等を行っています。 

一方、国際的な動きとしては、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ」では、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が掲げら

れ、すべての国が持続可能性の確保について求められています。当市においても、将

来に向けて住み続けられるまちとして、気候変動対策、循環型社会の構築に関する施

策の展開や市民の環境に対する意識醸成を図る必要があります。 

以上のことを踏まえ、2030 年においても四季を感じて、市民が住み続けたいと思え

る生活環境が整った持続可能なまちであることを目標として掲げ、今ある素敵な自然

環境を次世代に引き継ぐ想いを込めて、上記環境ビジョンとします。 

 

 

 

中川台の桜 おあしすの空 

 

 

江戸川河川敷のトビ 永田公園 

 

 

 

  

 

春 

夏 

 

夏 

  冬 秋 
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(2) 行動方針 

環境ビジョン「四季が彩る 持続可能なまち よしかわ」の実現に向けて、市民、事業者、

市の各主体が、どのように行動すべきかを対象分野ごとに以下の5つの行動方針を定めます。 

 

 

地
球
環
境 

① 
地球環境・エネルギー問題への対策を進める 

地球温暖化対策に資するため、温室効果ガス削減や再生可能エネルギー

の普及などを目指します 

資
源
循
環 

② 
資源循環型社会を構築する 

限りある資源を有効活用し、環境負荷を低減するための循環型社会を目

指します 

自
然
環
境 

③ 
自然環境を保全し、継承する 

水や緑の豊かな環境と生物の多様性に恵まれた自然環境を目指します 

生
活
環
境 

④ 
快適な生活環境を保全する 

安心して生活できるように身近な環境問題を解決し、快適に暮らせる生

活環境を目指します 

環
境
教
育 

⑤ 
環境配慮意識を醸成する 

一人ひとりの環境意識が高まり、環境行動の実践が図られる社会を目指

します 

環境ビジョン：四季が彩る 持続可能なまち よしかわ 

①
地
球
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー 

問
題
へ
の
対
策
を
進
め
る 

②
資
源
循
環
型
社
会
を
構
築
す
る 

③
自
然
環
境
を
保
全
し
、
継
承
す
る 

④
快
適
な
生
活
環
境
を
保
全
す
る 

⑤
環
境
配
慮
意
識
を
醸
成
す
る 

環境行動計画（令和３年度に策定予定） 

地球環境 資源循環 自然環境 生活環境 環境教育 

行 動 方 針 
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6. 行動方針及び関連する施策 
 

① 地球環境・エネルギー問題への対策を進める  

地球環境における喫緊の課題として地球温暖化対策が挙げられます。国際的な動向

として、全ての国が温室効果ガス削減に取り組むことなどを目的として 2015 年「パ

リ協定」が採択されました。それに伴い、日本においても、温室効果ガスを削減する

目標を掲げた「地球温暖化対策推進計画」を 2016 年に定めています。 

また、国は 2015 年に「気候変動の影響への適応計画」を策定し、2018 年 6 月には、

国、地方公共団体、事業者、国民の担うべき役割を明確化した、「気候変動適応法」が

成立しました。 

本市においても、新たな潮流をとらえて地球温暖化対策に引き続き取り組む必要が

あることから、吉川市エネルギービジョン（令和３年３月策定）を踏まえ、省エネル

ギーの推進や再生可能エネルギーの導入などのエネルギーに関する取り組みを強化

するとともに、環境負荷の少ない製品の普及などに努め、持続可能な社会づくりに取

り組んでいきます。 

＜施策＞ 

〇 地球温暖化対策の推進 

市の事務事業について温室効果ガスの排出抑制を図るほか、市民・事業者の取

り組みを促進します。あわせて、気候変動の影響を回避し軽減する適応策にも取

り組みます。 

〇 省エネルギーの推進 

脱炭素社会の実現に向けて市は率先してエネルギー消費の低減に努め、市民・

事業者の暮らしや事業活動における省エネルギー行動を促進します。建築物の省

エネルギー化をはじめ環境に配慮した設備・機器の導入に努めます。 

〇 再生可能エネルギーの活用 

太陽光発電など、市の特徴を生かした再生可能エネルギーの普及・啓発に努め

ます。またバイオマス資源については、今後の技術革新を踏まえながら導入の可

能性について模索します。  
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② 資源循環型社会を構築する 

大量生産・大量消費・大量廃棄の社会は、天然資源やエネルギーの大量消費等の多

くの問題を引き起こし、環境に大きな負荷を与えてきました。 

これらを解決するために、市民一人ひとりが地球の資源の有限性を認識し、環境に

配慮した消費行動が必要となります。 

このようなことから、ごみの減量化や資源化につながる取り組みを推進し、資源循

環型社会の形成を目指します。 

＜施策＞ 

〇 ごみの発生抑制・排出抑制の推進 

市民・事業者は、積極的に３Ｒ活動に取り組みます。市は、３Ｒ活動の普及啓

発に努めます。 

〇 資源化の推進 

市民・事業者はごみの分別排出を徹底します。市は、不要物として排出される

ものについて資源化を図るとともに、廃棄物として処理・処分しないよう資源化

方策や資源化品目について検討を行います。 

〇 適正処理の推進 

廃棄物の適正な処理のために市民・事業所は、適正排出に努めます。市はその

指導と処理施設の維持管理に努めます。また、不法投棄や資源物持ち去り防止対

策に努めるとともに、災害廃棄物の処理体制の構築を図ります。 

 

③ 自然環境を保全し、継承する 

本市は東を江戸川、西を中川に挟まれ、東京の近接地にありながらも田園風景を残

した豊かな自然環境があり、そこには多種多様な生物が生息しております。この豊か

な自然を次世代に引き継ぎ、自然からの恵みを持続的に享受するためには、それぞれ

の特性に応じた保全に努める必要があり、また、都市的な土地利用においても水辺や

緑地などの空間の確保も重要となります。 

一方、農業や人の生活に悪影響を与える有害鳥獣や、人の生活への影響に加えて、

生態系等への影響が危惧される特定外来生物は、必要に応じて駆除するなどの対策が
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求められます。 

このような取り組みを推進することにより、人と野生生物、豊かな自然が共生でき

る環境を目指します。 

＜施策＞ 

〇 水の保全 

市民・事業者は、生活や事業活動に伴う排水の適正処理を行います。市は、適

正処理に必要な環境整備を行うとともに、水質の監視や測定に努め、水質の向上

を図ります。 

〇 緑の保全 

市民・事業者・市それぞれが、身近に接することができる地域の緑の保全に取

り組むとともに、緑化を促進します。市の景観形成と環境に重要な役割を果たし

ている農地の保全に努めます。 

〇 生物多様性の保全 

生物多様性の理解を促しつつ市内に生息する生き物の保全活動に努めるととも

に、河川・水路の水辺環境の保全や再生を図り、生物生息環境に配慮した整備に

努めます。 

また、在来の生態系に悪影響を及ぼす外来種については、排除または影響の低

減を図ります。 

 

④ 快適な生活環境を保全する 

市民一人ひとりが快適な生活を送るためには、大気や水質を良好な状態に保つこと、

また、騒音、振動、悪臭等の影響に悩まされることがないようにしていく必要があり

ます。 

人の生活や事業活動によって生じる大気汚染や水質汚濁については、適切に監視を

行うとともに、騒音、振動、悪臭等については、発生源に対する指導、公害苦情相談

の対応を進めることにより、快適で安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。 

また、快適な生活環境のためには、生活にうるおいを与える都市環境の形成も必要

です。 
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＜施策＞ 

〇 公害の防止 

事業者は関係法令を遵守し、公害の未然防止に努めます。市は、公害相談に応

じた当事者への働きかけによる解決を図るとともに、法令に基づく指導と対策に

よる、公害発生の未然防止に努めます。 

〇 環境監視・測定 

良好な生活環境を保全するため、大気や水質の継続的な監視や騒音等に関する

測定を行い、必要に応じて発生源に対し指導を行います。 

〇 都市環境の整備 

良好な住環境を形成するため、緑化の推進や美しい街並み景観の創出など、身

近な環境を整えます。 

⑤ 環境配慮意識を醸成する 

良好な環境を将来に引き継いでいくには、環境問題の本質を理解し、普段の生活か

ら環境に配慮した行動ができるよう、市・市民・事業者の三者が一体となった取り組

みが重要です。 

そのためには、市民・事業者の自主的な環境に配慮した活動を市が支援し、環境活

動の更なる促進に努めます。 

また、子どもへの環境教育に取り組み、幼少期から環境問題を意識し、地域の環境

を大切にしたいという気持ちを育むことに努めます。 

＜施策＞ 

〇 環境学習 

環境学習教室や出前講座など市民への環境に関する啓発に努めるとともに、

様々なイベントを通じ、市民が吉川市の自然に触れる機会の創出に努めます。 

〇 環境活動の促進 

市民の行動マナー・倫理の意識向上により地域の環境美化を推進するとともに、

地域美化作業など市民が主体となって行う環境活動の支援に努めます。 

また、環境保全活動を通した、団体関係機関と連携するとともに、市民との協

働を図ります。 
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7. 施策の推進のために 

市は、国や県などの関係機関と連携をとりながら、吉川市環境審議会からの助言を受

け、市民・事業者と相互に連携や協力をしながら、目標である当市の環境保全に努めま

す。 

 

(1) 推進体制 

市民・事業者 
生活や事業活動において環境に配慮した行動に努めるとともに、

市が行う施策への参加・協力に努めます。 

市 

総合的な環境施策の推進のため、施策相互の調整と進行管理のた

めの庁内連絡体制を確立し、取り組み状況を把握し、その状況を定

期的に公表します。 

関係機関 
国、県、近隣自治体、その他の関係機関とは施策の実施に当たり市

への協力と連携を求めます。 

吉川市環境審議会 
市から報告される取り組み状況に対し、様々な見地から意見や提

言を行います。 

 

  

 

吉川市環境審議会 

市 

参加・意見 啓発・支援 

協力・連携 

協力・連携 

報告 助言 

事業者 

市民 

関係機関 

支援 

環 境 保 全 
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(2) 進行管理 

本指針の進行管理については、PDCA サイクル

を基本として行い、指針の継続的かつ効率的な推

進を図ります。 

Plan：目標に向けて計画を立てます。 

Do：計画に基づき、計画を実行に移します。 

Check：実行した内容の検証を行います。 

Action：検証した結果に基づき改善を行います。 

(3) 環境行動計画 

本指針の実行プログラムであり、各行動方針に紐づく環境行動計画は、関係部署との

調整を図り、具体的な取り組みについて、あるべき姿や数値目標を踏まえたものとしま

す。 

また、取り組んだ内容についての評価を行いながら、5 年程度での見直しを行います。 

 

  

Plan  Do 

   

Action  Check 

外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって

他の地域から入ってきた生物のことを指します。そのうち、特に人の健康、

生態系及び農林水産業への被害が認められるものとして外来生物法によって

指定されたものが、カミツキガメ、アライグマ、クビアカツヤカミキリなど

の特定外来生物です。吉川市内においても、特定外来生物のアライグマによ

る農業被害や家畜被害の相談が増加 

するとともに、捕獲件数についても 

増加しています。また、さくらなど 

のバラ科の樹木に寄生し、衰弱・枯 

死させる危険性のあるクビアカツヤ 

カミキリが二郷半領用水沿いの桜並 

木で発見されており、今後の被害の 

拡大が懸念されています。 

コラム：外来生物の問題 

 

アライグマ防除実施計画で捕獲したアライグマの捕獲件数 

（埼玉県環境部みどり自然課より） 
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資 料 編 
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用語集 

 

温室効果ガス（ｐ１） 

大気中にあり、地表から放射された赤外線の一部を吸収し、再び地表へ戻すことで地球表面

の温度を上げる働きをする気体の総称。「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、二酸化

炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロン等の７種類が温室効果ガスとして定められている。 

 

災害廃棄物（ｐ７） 

地震や津波、洪水などの災害に伴って発生する廃棄物のこと。倒壊・破損した建物などのが

れきや木くず、コンクリート塊、金属くずなど。 

 

再生可能エネルギー（ｐ５） 

有限な化石燃料に対比して、自然環境の中で繰り返し利用できるエネルギーの総称。具体的

には、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、波力、温度差などをさす。自然エネルギーと

もいう。 

 

３Ｒ（ｐ１） 

Reduce（リデュース：ごみの発生抑制）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リサイク

ル：ごみの再生利用）の３つの Rの総称。 

 

資源循環型社会（ｐ１） 

廃棄物などの発生抑制、適正な循環利用の促進、適正な処分の確保により天然資源の消費を

抑制し、環境負荷ができうる限り低減された社会。 

 

持続可能な開発のための２０３０アジェンダ（ｐ１） 

2015年 9月の国連サミットで採択され、2016年から 2030年までの国際社会共通の目標。序

文、政治宣言、持続可能な開発目標（SDGｓ：１７ゴール、１６９ターゲット）、実施手段、フ

ォローアップ・レビューで構成されている。 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）（ｐ１） 

2015年 9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて

記載された 2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴール・169のター
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ゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓って

いる。 

省エネルギー（ｐ６） 

同じ社会的・経済的効果をより少ないエネルギーで得られるようにすること。略して省エネ

といわれることも多い。 

 

脱炭素社会（ｐ６） 

二酸化炭素実質排出量ゼロを実現した社会。 

 

天然資源（ｐ７） 

自然を構成し利用可能な資源。 

 

特定外来生物（ｐ７） 

外来生物法（2004年 5月成立）によって規定された生物。外来生物のうち特に生態系等への

被害が認められるもの。生きているものに限られ、卵・種子・器官などを含む。同法で規定す

る「外来生物」は、海外から導入された移入生物に焦点を絞り、日本にもともとあった生態

系、人の生命や健康、農林水産業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令に

より定められる。主なものとして、アライグマ、アルゼンチンアリ、ウシガエル、オオクチバ

ス、カミツキガメ、クビアカツヤカミキリなど。 

 

二酸化炭素排出量実質ゼロ（ｐ１） 

二酸化炭素の人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡を

達成すること。 

 

バイオマス資源（ｐ６） 

バイオマスとは「生物資源の量」を表す概念で、再生可能な生物由来の有機性資源で化石燃

料を除いたもの。具体的には、家畜排せつ物等の「廃棄物系バイオマス」、もみがら等の「未

利用バイオマス」、さとうきび等の「資源作物」に分類される。 

 

パリ協定（ｐ１） 

2015年 11月末から 12月にかけてパリにて行われた COP21（国連気候変動枠組条約第 21回締

約国会議）において合意された、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際的

枠組み。 
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ＰＤＣＡサイクル（ｐ２） 

Plan（計画）・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）のサイクルを繰り返し行うこと

で継続的な改善を図る技法。 

 

改定体制 

 

〇吉川市環境審議会 
 

区 分 氏 名 備 考 

１号 市議会議員 大泉 日出男  

２号 知識経験のある者 
浜本 光紹 会長 

秋元 智子  

３号 環境行政機関の職員又は委員 成尾 耕治  

４号 関係団体に属する者 

柏瀬 浩史 副会長 

松井 美枝子  

山崎 隆  

５号 市長が認める者 金田 桂子  

 

〇吉川市環境保全指針改定検討委員会 
 

区 分 所 属 氏 名 

１号 環境に関し知識経験のある者 獨協大学 経済学部 浜本 光紹 

２号 課長級以上の吉川市職員 

政策室 荒川 泰弘 

総務部財政課 吉田 誠 

市民生活部環境課 岡田 啓司 

産業振興部農政課 小林 千重 

産業振興部商工課 染谷 憲市 

都市整備部都市計画課 中村 喜光 

都市整備部道路公園課 木村 克芳 

都市整備部河川下水道課  多田 文武 
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改定経過 
 

日 付 内 容 

令和 2 年 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 

 9 月 11 日 

10 月 23 日 

 

 

 

 

 

 1 月 8 日 

 

1 月 19 日 

 1 月 25 日 

 

 

2 月 19 日

3 月 19 日 

 

 3 月 22 日 

 

 

3 月 24 日 

3 月 30 日 

吉川市環境保全指針改定検討委員会設置要綱制定 

第１回吉川市環境審議会 

〇委員委嘱 

〇吉川市の環境について 

〇吉川市環境保全指針の改定について 

第１回吉川市環境保全指針改定検討委員会 

〇吉川市環境保全指針の改定について 

第２回吉川市環境保全指針改定検討委員会 

〇吉川市環境保全指針（改定骨子案）について 

パブリック・コメント募集開始 

第２回吉川市環境審議会 

〇諮問（吉川市環境保全指針（案）について） 

〇吉川市環境保全指針（案）について 

パブリック・コメント募集終了 

パブリック・コメントに寄せられたご意見と回答 公表 

（寄せられた意見の数：２件） 

第３回吉川市環境審議会 

〇パブリック・コメントの結果について（報告） 

〇吉川市環境保全指針（案）について 

吉川市環境審議会答申 

吉川市環境保全指針改定 

 

本指針内で使用している写真紹介 

本指針内で使用している写真は、2017 年から開催している「よしかわ環境フォトコン

テスト」において入賞された作品の一部です。 

     

優秀賞（2017年） 

題名：紅葉の園 

撮影場所：永田公園 

岡見 至朗 様 

 佳作（2017年） 

題名：月の公園と夕暮れ 

撮影場所：月の公園 

星野 智子 様 

 佳作（2017年） 

題名：Peace Tower 

撮影場所：おあしす 

八幡 純 様 
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優秀賞（2018年） 

題名：美南の初夏 

撮影場所：吉川美南駅 

星野 智子 様 

 佳作（2018年） 

題名：カルガモイレブン 

撮影場所：きよみ野 

水村 雅一 様 

 会長賞（201９年） 

題名：さくら舞う 

撮影場所：中川台 

星野 智子 様 

     

カレンダー賞（2019年） 

題名：夕映え 

撮影場所：中川台 

太田 明 様 

 カレンダー賞（2019年） 

題名：中井沼公園の花菖蒲 

撮影場所：中井沼公園 

橋本 美恵子 様 

 カレンダー賞（2019年） 

題名：雪ふわり 

撮影場所：永田公園 

岡見 至朗 様 

     

カレンダー賞（2020年） 

題名：夕陽に明日を想う 

撮影場所：旧市役所付近 

渡邊 毅 様 

 カレンダー賞（2020年） 

題名：大の字に寝転びたい 

撮影場所：上内川 

浅見 義宏 様 

 カレンダー賞（2020年） 

題名：春色のトンネル 

撮影場所：川藤 

水村 雅一 様 

     

佳作（2020年） 

題名：落葉と光のダンス 

撮影場所：関公園 

丸山 典良 様 

 佳作（2020年） 

題名：春の夕 

撮影場所：中川台付近 

渡邊 毅 様 

 自然観察会冬編において撮影 
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